
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五

○
道
路
整
備
に
関
す
る
県
民
意
向
調
査
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五

公
　
　
　
告

○
松
く
い
虫
駆
除
命
令
内
容
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
五

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
寿
町
二
十
一
番
一
号
　
財
団
法
人
や
ま
な
し
文
化
学
習
協
会

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
県
民
会
館
（
貸
室
を
除
く
。）
及
び
山
梨
県
立
県
民
文
化
ホ
ー
ル
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
四
号

道
路
整
備
に
関
す
る
県
民
意
向
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例
（
昭

和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
調
査
の
目
的

こ
の
調
査
は
、
地
域
の
課
題
及
び
交
通
の
課
題
の
解
決
を
図
る
た
め
の
道
路
整
備
の
方
針
を
、
県

民
生
活
の
向
上
を
基
本
と
し
た
多
様
な
視
点
で
体
系
的
に
整
理
し
、
道
路
交
通
が
果
た
す
べ
き
サ
ー

ビ
ス
目
標
の
達
成
に
向
け
た
、
新
た
な
道
路
整
備
長
期
計
画
の
策
定
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
調
査
事
項

県
民
の
道
路
整
備
に
関
す
る
意
向
に
係
る
事
項

三
　
調
査
の
範
囲

１
　
調
査
地
域

山
梨
県
全
域

２
　
調
査
対
象

県
内
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
十
五
歳
以
上
の
者
（
三
千
人
）

四
　
調
査
の
期
日

平
成
十
四
年
四
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

五
　
調
査
の
方
法

自
計
式
調
査
と
し
、
調
査
票
の
配
布
及
び
回
収
は
、
郵
送
に
よ
り
行
う
。

公
　
　
　
告

�

松
く
い
虫
駆
除
命
令
内
容
の
公
表

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
駆
除
命
令
を
行
う
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
区
域
及
び
期
間

１
　
区
域

塩
山
市
の
区
域
内
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
山
梨
県
森
林
環
境
部
森
林
整
備
課
及
び

関
係
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

２
　
期
間

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま
で

二
　
森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
一
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

四
月
十
一
日

第
千
二
百
七
十
九
号

木　曜　日



三
　
行
う
べ
き
措
置
の
内
容

１
　
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て

薬
剤
を
散
布
し
、
若
し
く
は
当
該
樹
木
を
伐
倒
し
て
薬
剤
に
よ
り
く
ん
蒸
し
、
又
は
当
該
樹
木
を

伐
倒
し
て
は
く
皮
し
、
並
び
に
松
く
い
虫
及
び
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る

こ
と
。

２
　
松
の
伐
採
跡
地
で
あ
っ
て
、
松
く
い
虫
が
付
着
し
、
又
は
付
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
根
株
の
存

す
る
も
の
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
伐
採
跡
地
に
存
す
る
当
該
根
株
並
び
に
松
く

い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
に
薬
剤
を
散
布
し
、
又
は
当
該
根
株
を
は
く
皮

し
、
並
び
に
松
く
い
虫
及
び
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を
焼
却
す
る
こ
と
。

３
　
松
く
い
虫
が
付
着
し
、
又
は
付
着
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
伐
採
木
等
（
伐
採
さ
れ
た
樹
木
そ
の
他

土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の
幹
及
び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。）
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
伐
採
木
等
に
薬
剤
を
散
布
し
、
若
し
く

は
当
該
伐
採
木
等
を
薬
剤
に
よ
り
く
ん
蒸
し
、
又
は
当
該
伐
採
木
等
を
は
く
皮
し
、
並
び
に
松
く

い
虫
が
付
着
し
て
い
る
場
合
に
は
当
該
松
く
い
虫
並
び
に
そ
の
付
着
し
て
い
る
枝
条
及
び
樹
皮
を

焼
却
す
る
こ
と
。

四
　
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
１
の
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
い
て
前
年
度
中
に
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
が

発
生
し
て
い
る
こ
と
並
び
に
本
年
度
に
お
け
る
気
象
条
件
及
び
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
の
発
生
状
況

に
か
ん
が
み
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
に
よ
る
被
害
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、

一
の
１
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

１
　
三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
薬
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
森
林
病
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従

う
こ
と
。

２
　
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
三

に
掲
げ
る
樹
木
、
伐
採
跡
地
又
は
伐
採
木
等
の
所
在
す
る
地
域
を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
林
務
環

境
部
長
を
経
由
し
て
、
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
３
に
よ
り
申

請
書
を
提
出
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
当
該

措
置
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
、
伐
採
跡
地
又
は
伐
採
木
等
の
所
在
す
る
地
域

を
所
管
す
る
地
域
振
興
局
林
務
環
境
部
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出

が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し

て
、
損
失
補
償
金
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る
。

４
　
知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
、
伐
採
跡
地
又
は
伐
採
木
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、

一
の
２
に
定
め
る
期
間
内
に
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
、

又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
知
事
は
、
４
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措

置
を
行
う
べ
き
者
が
自
ら
当
該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
受
け

る
こ
と
と
な
る
べ
き
損
失
補
償
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る

額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
。

公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
七
年
四
月
十
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
十
一
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

太
陽
電
子
株
式
会
社
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ヒ
マ
ツ
リ

太
陽
電
子

二
四
〇
〇
一
九

役
　
安
井
一
俊

規
則
第
六
条
第

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
長
先
町
九

二
号
（
別
表
第

二
番
地

五
）

太
陽
電
子
株
式
会
社
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

ダ
イ
フ
ン

太
陽
電
子

二
四
〇
〇
四
二

役
　
安
井
一
俊

規
則
第
六
条
第

カ
│
３
０

株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
長
先
町
九

二
号
（
別
表
第

二
番
地

五
）

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ダ
イ

株
式
会
社

二
二
〇
〇
五
六

締
役
　
新
井
悠
司

機

ナ
マ
イ
ト

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

キ
ュ
ー
テ

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
ロ
（
別
表

ィ
ー
Ｊ

第
三
）

第
三
種
特
別
電

動
役
物

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
十
一
日

二
一
六



株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

ワ
ニ
ざ
ん

株
式
会
社

二
一
〇
〇
二
〇

締
役
　
新
井
悠
司

機

す

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
二
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ゼ
ッ
ト
│

株
式
会
社

二
四
〇
〇
三
一

国
本
幸
司

規
則
第
六
条
第

３
０

ネ
ッ
ト

大
阪
府
堺
市
旭
ケ
丘
北
町
一
丁
四

二
号
（
別
表
第

番
五
号

五
）

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

フ
ィ
ー
バ

株
式
会
社

二
〇
〇
〇
七
一

役
　
寳
田
久
治

機

ー
ダ
チ
ョ

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番

規
則
第
六
条
第

ウ
倶
楽
部

三
号

一
号
イ
（
別
表

Ｄ
Ｘ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

回
胴
式
遊
技
機

フ
ィ
ー
バ

株
式
会
社

二
四
〇
〇
六
〇

役
　
寳
田
久
治

規
則
第
六
条
第

ー
フ
ラ
ン

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番

二
号
（
別
表
第

ケ
ン
Ｓ

三
号

五
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
十
一
日

二
一
七
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者
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梨
　
県
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の
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目
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番
一
号
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刷
所
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サ
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印
刷
　
甲
府
市
北
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二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
十
四
年
四
月
十
一
日

二
一
八


